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平
成
19
年
６
月
に
「
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
」
が
制
定

さ
れ
、
地
方
公
共
団
体
に
、
毎
年
度
の
決
算
時
に
一
般
会
計
等
の
財
政
状
況
を
示
す

「
健
全
化
判
断
比
率
」
お
よ
び
公
営
企
業
の
経
営
状
況
を
示
す
「
資
金
不
足
比
率
」
を

算
定
・
公
表
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
た
め
今
回
は
、
平
成
19
年
度
の
決
算
を
基
に
し
た
、
市
の
健
全
化
判
断
比
率

を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

市
の
健
全
化
判
断
比
率
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す�
市
の
健
全
化
判
断
比
率
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す�

健
全
化
判
断
比
率
と
は
、
次
の
４
つ
の
指
標

を
言
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
が
法
で

示
す
早
期
健
全
化
基
準
以
上
の
場
合
、
ま
た
は

公
営
企
業
に
お
い
て
は
資
金
不
足
比
率
が
経
営

健
全
化
基
準
以
上
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
議
会

の
議
決
を
経
て
財
政
健
全
化
計
画
等
を
策
定

し
、
計
画
的
な
健
全
化
対
策
に
取
り
組
ま
な
く

て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

①

実
質
赤
字
比
率

一
般
会
計
等
の
実
質
的
な
赤
字
額
が
、
標
準

的
な
収
入
に
対
し
て
ど
の
く
ら
い
の
割
合
に
な

る
の
か
を
示
す
指
標
で
す
。

②
連
結
実
質
赤
字
比
率

全
会
計
の
実
質
的
な
赤
字
額
が
、
標
準
的
な

収
入
に
対
し
て
ど
の
く
ら
い
の
割
合
に
な
る
の

か
を
示
す
指
標
で
す
。

③
実
質
公
債
費
比
率

一
般
会
計
等
の
借
入
金
の
実
質
的
返
済
額

が
、
標
準
的
な
収
入(

元
利
償
還
金
等
に
係
る

基
準
財
政
需
要
額
算
入
額
を
除
く)

に
対
し
て
、

ど
の
く
ら
い
の
割
合
に
な
る
の
か
を
示
す
指
標

で
す
。

④
将
来
負
担
比
率

一
般
会
計
等
が
抱
え
る
実
質
的
な
負
債
の
残

高
が
、
標
準
的
な
収
入(

元
利
償
還
金
等
に
係

る
基
準
財
政
需
要
算
入
額
を
除
く)

に
対
し
て
、

ど
の
く
ら
い
の
割
合
に
な
る
の
か
を
示
す
指
標

で
す
。

資
金
不
足
比
率
と
は
、
各
公
営
企
業(

水
道

事
業
・
下
水
道
事
業)

の
資
金
不
足
額
が
、
事

業
の
規
模
に
対
し
て
ど
の
く
ら
い
の
割
合
に
な

る
の
か
を
示
し
た
指
標
で
す
。

こ
の
資
金
不
足
比
率
が
法
で
示
す
経
営
健
全

化
基
準
以
上
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
経
営
健
全

化
計
画
を
策
定
し
、
計
画
的
な
経
営
健
全
化
対

策
に
取
り
組
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。

左
の
表
の
と
お
り
、
今
回
の
健
全
化
判
断
比

率
お
よ
び
資
金
不
足
比
率
に
つ
き
ま
し
て
は
、

早
期
健
全
化
基
準
お
よ
び
財
政
再
生
基
準
を
す

べ
て
下
回
っ
て
お
り
、
羽
生
市
の
財
政
状
況
は

財
政
健
全
化
法
上
、
健
全
段
階
で
あ
る
と
い
う

結
果
と
な
り
ま
し
た
。

現
在
の
と
こ
ろ
、
他
団
体
の
算
定
状
況
は
明

ら
か
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ま
で
の
公

債
費
負
担
の
状
況
や
土
地
開
発
公
社
の
負
債
額

な
ど
を
勘
案
す
る
と
、
羽
生
市
の
比
率
は
県
内

に
お
い
て
高
い
所
に
位
置
す
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

今
後
も
、
借
入
の
抑
制
や
繰
上
償
還
の
実
施

な
ど
、
少
し
ず
つ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
将
来
負

担
の
軽
減
を
図
る
た
め
財
政
の
健
全
化
に
取
り

組
み
ま
す
。

算
定
結
果

熊
谷
調
停
協
会
で
は
、
次
の
と
お
り
無
料
調

停
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

▽
日
　
時

10
月
10
日
�

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

▽
場
　
所

熊
谷
駅
ビ
ル
東
側
テ
ィ
ア
ラ
４
階

特
設
会
場(

熊
谷
市
男
女
共
同
参
画
推
進
セ

ン
タ
ー
第
１
・
第
２
会
議
室)

▽
相
談
担
当
者

弁
護
士
１
名(

調
停
委
員)

、

民
事
調
停
委
員
２
名
、
家
事
調
停
委
員
２
名

▽
相
談
内
容

サ
ラ
金
、
交
通
事
故
、
近
隣
の

問
題
、
家
庭
内
や
男
女
の
問
題
、
後
見
な
ど

▽
費
　
用

無
料

※
秘
密
は
、
厳
守
い
た
し
ま
す
。

▽
問
い
合
わ
せ

さ
い
た
ま
地
方
・
家
庭
裁
判

所
熊
谷
支
部
、
熊
谷
簡
易
裁
判
所
庶
務
課

〈
�(

５
２
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２
４
７
４
〉(

内
線
３
１
１
・

３
２
１
・
１
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羽生市 

早期健全化基準

財政再生基準�

平成19年度�

平成19年度�

健全化判断比率�

実質赤字額なし

13.24

20.00

実質赤字比率�

連結実質赤字額なし

18.24

40.00

連結実質赤字比率�

13.2

25.0

35.0

実質公債費比率�

166.5 

350.0 

－ 

将来負担比率�

羽生市 

経営健全化基準�

資金不足比率�

資金不足額なし�

20.0

水道事業会計�

資金不足額なし�

20.0 

下水道事業特別会計�

①実質赤字比率

②連結実質赤字比率
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③実質公債費比率
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④将来負担比率
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【早期健全化基準】

　健全化判断比率のいずれかが、この数値を超えた場合には、財政健全化計画を

定めなければならないとなっています。この財政健全化計画は、議会の議決を経

て定め、速やかに公表し、総務大臣・県知事への報告等をしなければならないとなっ

ています。

【財政再生基準】

　健全化判断比率のいずれかが、この数値を超えた場合には、財政再生計画を定

めなければならないとなっています。この財政再生計画は、議会の議決を経て定め、

速やかに公表し、総務大臣に協議し、その同意を求めることができるとなっています｡

�

�

�

�

【経営健全化基準】

　資金不足比率が、この数値を超えた場合には、経営健全化計画を定めなければ

ならないとなっています。この経営健全化計画は、議会の議決を経て定め、速や

かに公表し、総務大臣・県知事への報告等をしなければならないとなっています。�

一般会計等：一般会計、住宅資金貸付事業特別会計、中小企業従業員退職

金等共済事業特別会計�

連結実質赤字額：全会計の赤字額（資金不足額）から黒字額（資金剰余額）

を引いた額�

地方債の元利償還金等：一般会計等の地方債償還だけでなく、一般会計の

繰出金のうち公営企業債(下水道事業など)の償還

に充てたものを含みます。

特定財源：地方債の償還に充当される住宅使用料や都市計画税など 

将来負担額：一般会計等の地方債現在高、公営企業債のうち一般会計等か

らの負担見込額、一般会計等が負担する見込みの職員退職手

当支給予定額、土地開発公社等の負担見込額等�

実質赤字比率＝
一般会計等の実質赤字額

　　　　　　　　　　標準財政規模�

連結実質赤字比率＝
連結実質赤字額

　　　　　　　　　 標準財政規模�

地方債の元利償還金等－

　　(特定財源＋元利償還金等に係る基準財政需要額算入額)

標準財政規模－元利償還金等に係る基準財政需要額算入額
実質公債費比率＝ �

 (3カ年平均)

資金不足比率＝
資金の不足額

　　　　　　　　事業の規模�

(％)

(％)

健全化判断比率�

資金不足比率�

資金不足比率の状況�

健全化判断比率の状況�

将来負担額－(充当可能基金額＋特定財源見込額

　　　＋地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額)

標準財政規模－元利償還金等に係る基準財政需要額算入額
将来負担比率＝�

資金の不足額：一般会計等の実質赤字額に相当するもの�

健
全
化
判
断
比
率

資
金
不
足
比
率
　

無
料
調
停
相
談
会
を

ご
利
用
く
だ
さ
い




